
イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)

一
七

�������������������
鈴

木

隆

は
じ
め
に

一

二
○
○
三
年
雇
用
平
等

(

性
的
傾
向)

規
則

１

総
則

２

雇
用
お
よ
び
職
業
訓
練
に
お
け
る
差
別

(

以
上
、
四
八
巻
一
号)

３

そ
の
他
の
違
法
な
行
為

４

差
別
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
そ
の
他
の
違
法
な
行
為
の
一
般
的
例
外

５

性
的
傾
向
規
則
の
執
行

６

補
足

７

法
改
正

８

職
域
年
金
制
度

(

以
上
、
四
八
巻
二
号)

二

二
○
○
三
年
雇
用
平
等

(

宗
教
・
信
条)

規
則

１

｢

宗
教
ま
た
は
信
条｣

の
定
義

２

宗
教
的
気
風
を
持
つ
使
用
者

３

安
全
帽
着
用
に
関
す
る
要
件
に
関
係
す
る
差
別
か
ら
の
シ
ー
ク
教
徒
の
保
護

４

法
律
の
適
用
除
外
・
改
正

三

一
九
七
六
年
人
種
関
係
法

(

改
正)

二
○
○
三
年
規
則

１

間
接
差
別
の
新
し
い
定
義

２

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止

３

真
正
の
職
業
要
件

４

私
的
家
事
使
用
人

５

関
係
終
了
後
の
差
別

６

バ
リ
ス
タ
と
ア
ド
ヴ
ォ
ケ
イ
ト

７

証
明
責
任

８

質
問
票

９

役
職
保
持
者

10

人
種
特
有
の
問
題

(

以
上
、
四
八
巻
三
号)

四

一
九
九
五
年
障
害
者
差
別
禁
止
法

(

改
正)

二
○
○

三
年
規
則

１

Ｄ
Ｄ
Ａ
の
第
二
部
の
改
正

２

Ｄ
Ｄ
Ａ
の
第
三
部
の
改
正

３

行
為
準
則

４

見
せ
し
め
の
不
利
益
取
扱
い

５

差
別
を
受
け
る
者
へ
の
援
助

６

法
定
権
限
と
国
家
安
全
保
障
等



７

国
王
へ
の
適
用
等

８

解
釈

９

一
九
九
九
年
法
そ
の
他
の
法
律
の
結
果
的
改
正

10

附
則

11

年
金
規
則

(

以
上
、
四
八
巻
四
号)

五

二
○
○
六
年
雇
用
平
等

(

年
齢
規
則)

案

１

二
○
○
六
年
雇
用
平
等

(

年
齢
規
則)

案
に
向
け
て
の
協
議

２

年
齢
差
別
の
禁
止

３

年
齢
差
別
の
正
当
化

４

雇
用
に
関
係
す
る
保
険

５

適
用
免
除

６

定
年
退
職

７

職
域
年
金

８

他
の
法
律
の
改
正

９

援
助
と
訴
訟

(

以
上
、
四
九
巻
四
号)

六

二
〇
〇
六
年
平
等
法

１

二
〇
〇
六
年
平
等
法
制
定
の
背
景

二
○
○
六
年
二
月
一
六
日
、
二
○
○
六
年
平
等
法

(Equality
A
ct
2006

、
以
下
で
は
法)

が
、
国
王
の
裁
可
を
受
け
て
成
立
し
た
。

島
大
法
学
第
五
○
巻
第
三
・
四
号

一
八

六

二
○
○
六
年
平
等
法

１

二
○
○
六
年
平
等
法
制
定
の
背
景

２

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ

３

性
的
傾
向
と
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差
別

４

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
義
務

む
す
び

(

以
上
、
本
号)



こ
れ
ま
で
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
に
お
い
て
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
六
五
条
に
よ
り
機
会
均
等
委
員
会

(Equal
O
pportunities

C
om
m
ission

、
以

下
Ｅ
Ｏ
Ｃ)

が
、
Ｒ
Ｒ
Ａ
七
四
条
に
よ
り
人
種
平
等
委
員
会

(C
om
m
ission

for
R
acial

Equality

、
以
下
Ｃ
Ｒ
Ｅ)

が
、
一
九
九
九
年

障
害
者
権
利
委
員
会
法

(D
isability

R
ights

C
om
m
ission

A
ct
1999

、
以
下
Ｄ
Ｒ
Ｃ
Ａ)

一
七
条
に
よ
り
障
害
者
権
利
委
員
会

(D
isability

R
ights

C
om
m
ission

、
以
下
Ｄ
Ｒ
Ｃ)

が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
は
、
性
、
人
種
ま
た
は
障
害
に
関
す
る
違
法

な
差
別
と
闘
い
機
会
均
等
を
促
進
す
る
責
任
を
負
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
と
並
ん
で
一
九
七
○
年
同
一
賃
金
法

(Equal
Pay

A
ct
1970)

の
執
行
に
も
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
他
方
、
Ｅ
Ｕ
雇
用
指
令
の
国
内
実
施
の
た
め
に
、
性
的
傾
向
、
宗
教
ま

た
は
信
条
お
よ
び
年
齢
を
理
由
と
す
る
雇
用
お
よ
び
職
業
訓
練
に
お
け
る
差
別
を
違
法
と
す
る
規
則
が
相
次
い
で
制
定
、
施
行
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
新
し
い
平
等
の
系
統
に
お
い
て
平
等
を
促
進
す
る
ま
た
は
違
法
な
差
別
と
闘
う
責
任
を
負
う
法
定
の
機
関
は
設
置
さ
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
、
す
べ
て
の
公
的
機
関
は
一
九
九
八
年
人
権
法

(H
um
an
R
ights

A
ct
1998

、
以
下
Ｈ
Ｒ
Ａ)

の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
義
務
を
負
う
が
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
に
お
い
て
は
人
権
を
促
進
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
う
法
定
の
機
関
は
設
置
さ
れ
な
か
っ

た
。そ

こ
で
、
二
○
○
二
年
一
○
月
に
政
府
は
、
平
等
立
法
に
関
す
る
既
存
の
制
度
的
支
援
の
見
直
し
と
将
来
の
選
択
肢
、
と
く
に
グ
レ
ー

ト
ブ
リ
テ
ン
の
た
め
の
単
一
の
平
等
委
員
会
を
創
設
す
る
こ
と
の
実
現
可
能
性
を
問
う
協
議
文
書

(Equality
and
D
iversity:M

aking
it

H
appen-C

onsultation
on
future

structures
for
equality

institutions)

を
公
表
し
た
。
こ
の
協
議
に
対
す
る
回
答
の
大
多
数
は
、
単

一
の
平
等
機
関
の
設
置
を
支
持
し
た
の
で
、
二
○
○
三
年
一
○
月
に
政
府
は
、
年
齢
、
宗
教
ま
た
は
信
条
お
よ
び
性
的
傾
向
に
関
す
る
新

し
い
法
に
も
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
初
め
て
人
権
の
た
め
に
制
度
的
支
援
を
提
供
す
る
新
し
い
機
関
に
既
存
の
委
員
会
の
機
能
を
吸
収

す
る
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
○
○
四
年
五
月
二
四
日
に
公
表
さ
れ
た
白
書

(C
m
6185"Fairness

for
A
ll

：A
N
ew
C
om
m
ission

for
Equality

and
H
um
an
R
ights")

は
、
平
等
・
人
権
委
員
会

(C
om
m
ission

for
Equality

and
H
um
an
R
ights

、
以
下
Ｃ
Ｅ
Ｈ

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)

一
九



Ｒ)

に
つ
い
て
、
そ
れ
の
役
割
、
任
務
お
よ
び
権
限
を
含
む
政
府
の
詳
細
な
提
案
を
示
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
そ
れ
の
重
要
な
利
害
関
係
者
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
方
法
の
概
略
を
示
し
た
。
二
○
○
四
年
八
月
六
日
ま
で
に
提
案
に
対
す
る
意
見
が
募
集
さ
れ
、
応
募
さ
れ
た
意
見

は
、
二
○
○
五
年
五
月
に
公
表
さ
れ
た
法
案
に
お
い
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
法
案
は
法
に
結
実
し
た
。

法
は
、
五
つ
の
部
と
四
つ
の
附
則
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
附
則
１
、
２
お
よ
び
３
を
含
む
第
一
部
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
を
設
置
し
、
そ
れ
の
任

務
、
一
般
的
権
限
、
執
行
権
限
お
よ
び
法
の
こ
の
部
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
す
。
既
存
の
平
等
委
員
会
の
解
散
も
法
の
こ
の
部
に
お
い
て

対
象
と
さ
れ
る
。
第
二
部
は
、
物
資
、
便
宜
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
教
育
、
施
設
の
利
用
と
処
分
、
公
務
の
行
使
に
お
い
て
、
宗
教

ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
規
定
を
定
め
る
。
第
三
部
は
、
物
資
、
便
宜
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
教
育
、
施
設
の

利
用
と
処
分
、
公
務
の
行
使
に
お
い
て
、
性
的
傾
向
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
規
則
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
第
四

部
は
、
公
務
の
行
使
に
お
け
る
性
差
別
を
禁
止
す
る
規
定
を
定
め
、
す
べ
て
の
公
的
機
関
が
違
法
な
差
別
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
撤
廃
す
る

必
要
を
適
正
に
考
慮
し
て
男
女
間
の
機
会
均
等
を
促
進
す
る
任
務
を
創
設
す
る
。
附
則
４
を
含
む
第
五
部
は
、
他
の
法
律
の
廃
止
、
国
王

へ
の
適
用
、
施
行
お
よ
び
適
用
範
囲
を
含
む
一
般
的
補
足
規
定
を
内
容
と
す
る
。

２

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ

法
は
、
新
し
い
平
等
・
人
権
機
関
と
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
を
設
置
す
る

(
一
条)

。
こ
れ
は
、
既
存
の
Ｃ
Ｒ
Ｅ
、
Ｅ
Ｏ
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
権
限
と
任
務
は
、
現
行
の
各
委
員
会
の
そ
れ
よ
り
も
非
常

に
広
範
に
な
る
。
既
存
の
平
等
委
員
会
は
、
二
○
○
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

法
三
六
条
三
項)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ

Ｒ
は
、
二
○
○
七
年
一
○
月
に
Ｅ
Ｏ
Ｃ
と
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
任
務
を
、
二
○
○
九
年
に
Ｃ
Ｒ
Ｅ
の
任
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
と
予
定
さ
れ
る
。

島
大
法
学
第
五
○
巻
第
三
・
四
号

二
〇



(
１)

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
構
成
等

①
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
構
成

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
国
務
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
一
○
人
な
い
し
一
五
人
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る

(

附
則
１
の
一
条
一
項)

。
こ
れ
ら

の
委
員
に
付
け
加
え
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
執
行
責
任
者
も
そ
の
職
の
保
有
に
よ
り
委
員
と
な
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
は
、
関
係
す
る
事
項
の

知
識
ま
た
は
経
験
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
何
ら
か
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
適
し
て
い
る
こ
と
の
み
に
基
づ
い
て
任
命
さ
れ
る

(

同
二
条
一
項)

。

た
だ
し
、
委
員
に
は
、
障
害
者
で
あ
る
ま
た
は
か
つ
て
障
害
者
で
あ
っ
た
者
が
最
低
一
人
は
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
二
条
三

項
ａ
号)

。
さ
ら
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
状
態
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
最
低
一
人
の
委
員
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
大
臣
の
同
意
を
得

て
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
状
態
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
最
低
一
人
の
委
員
が
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
民
議
会
の
同
意
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
二
条
三
項
ｂ
号
、
二
条
三
項
ｃ
号)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
な
い
し
五
年
で
あ
り
、
再
任
も
可
能
で
あ
る

(

同
三
条
二
項
、
三
項)

。
委
員
は
、
国
務
大
臣
に

対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
退
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
三
条
四
項)

。
国
務
大
臣
は
、
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
、
そ
れ
に
適
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
そ
れ
に
対
す
る
意
欲
が
な
い
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
三
条
五
項)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
は
、
議
長
と
一
人
ま
た
は
複
数
の
副
議
長
が
国
務
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
る

(

同
四
条
一
項)

が
、
執
行
責
任
者
は
、
議

長
ま
た
は
副
議
長
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

同
四
条
六
項)
。

②
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
手
続

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
そ
れ
独
自
の
手
続
を
規
則
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
五
条)
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
会
議
で
は
、
定
足
数
が
設
定
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
最
低
五
人
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
六
条)

。

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)

二
一



Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
国
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
執
行
責
任
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

(

同
七
条
二
項)

、
執
行
責
任
者
は
、
国
務
大
臣

に
よ
り
ス
タ
ッ
フ
の
総
数
と
任
命
条
件
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
て
、
適
切
な
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
七
条

三
項)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
法
一
六
条
の
下
の
審
査
を
行
う
た
め
、
二
○
条
の
下
の
調
査
を
行
う
た
め
、
二
一
条
の
下
の
違
法
な
行
為
の
通
知
を
与

え
る
た
め
、
二
三
条
の
下
の
合
意
を
締
結
す
る
た
め
に
、
国
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
外
部
調
査
委
員
を
任
命
し
て
、
そ
の
職
務
を
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る

(
同
九
条)

。

③
小
委
員
会

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
委
員
、
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
外
部
の
構
成
員
か
ら
な
る
こ
と
が
で
き
る
勧
告
小
委
員
会
ま
た
は
意
思
決
定
小
委
員
会
を
そ

れ
ぞ
れ
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
同
一
一
条
、
一
二
条)

。
意
思
決
定
小
委
員
会
は
、
委
員
に
よ
り
司
会
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
Ｃ

Ｅ
Ｈ
Ｒ
か
ら
そ
れ
に
委
任
さ
れ
た
職
務
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
十
分
な
資
源
の
配
分
を
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
か
ら
受
け
る
こ
と
が
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

ア)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
法
八
条
な
い
し
一
二
条
が
定
め
る
一
般
的
任
務
の
い
ず
れ
か
が
施
行
さ
れ
る
前
に
、
意
思
決
定
小
委
員
会
と
し
て
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
小
委
員
会
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
一
六
条
、
二
四
条)

。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
小
委

員
会
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会
の
議
長
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
状
態
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
委
員

(

同

二
条
三
項
ｂ
号
、
同
ｃ
号)

が
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
よ
り
任
命
さ
れ
る(

同
一
七
条
、
二
五
条)

。
各
小
委
員
会
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
職
務
が
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
影
響
す
る
限
り
そ
の
職
務
に
関
し
て
勧
告
的
役
割
を
担
う

(

同
一
九
条
、
二
七
条)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、

そ
れ
の
意
見
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
人
々
に
そ
れ
ぞ
れ
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
職
務
を
行
う
前
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
小
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委
員
会
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会
と
協
議
す
る
義
務
を
負
う

(

同
二
○
条
、
二
八
条)

。

各
小
委
員
会
は
、
法
一
三
条
で
掲
げ
ら
れ
る
情
報
、
助
言
等
に
関
す
る
活
動
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
考
え
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー

ル
ズ
に
影
響
す
る
限
り
、
そ
の
活
動
に
関
し
て
意
思
決
定
権
限
を
委
任
さ
れ
る

(

同
二
一
条
、
二
九
条)

。
各
小
委
員
会
は
さ
ら
に
、
法

一
一
条
二
項
ｃ
号
と
同
項
ｄ
号
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
考
え
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
み
に
そ
れ
ぞ
れ
影
響
す
る
法
に
関

し
て
、
各
行
政
府
に
対
し
助
言
を
提
供
す
る
権
限
を
委
任
さ
れ
る

(

同
二
二
条
、
三
○
条)

。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
こ
れ
ら
の

活
動
が
各
小
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
程
度
ま
で
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
意
思
決
定
権
限
が
附
則
１
の
五
二

条
に
よ
り
障
害
小
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
小
委
員
会
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
障
害
小
委
員
会
は
、
附
則
１
の
五
二
条
四
項
と
五
項
に
よ
り
、
そ
の
権
限
を
行
使

す
る
前
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ま
た
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
小
委
員
会
と
協
議
す
る
義
務
を
負
う
。

(

イ)

障
害
小
委
員
会

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
法
の
八
条
で
定
め
ら
れ
る
平
等
と
多
様
性
の
任
務
ま
た
は
一
○
条
で
定
め
ら
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
任
務
が
障
害
に

関
係
す
る
限
り
、
い
ず
れ
か
が
施
行
さ
れ
る
前
に
、
障
害
小
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

附
則
１
の
四
九
条)

。
障
害
小
委

員
会
の
委
員
の
数
は
、
七
人
な
い
し
九
人
で
あ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
、
ス
タ
ッ
フ
ま
た
は
法
の
附
則
１
の
一
二
条
二
項
に
よ
る
そ
の
他

の
外
部
の
者
か
ら
な
る

(

同
五
○
条
一
項)

。
議
長
と
少
な
く
と
も
委
員
の
半
数
は
、
障
害
者
で
あ
る
ま
た
は
か
つ
て
障
害
者
で
あ
っ
た

者
で
あ
る

(

同
五
○
条
一
項
ｂ
号
、
ｃ
号)

。
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
構
成
に
関
す
る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
要
件
を
反
映
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
り
、
障
害
小
委
員
会
の
議
長
は
、
障
害
者
で
あ
る
ま
た
は
か
つ
て
障
害
者
で
あ
っ
た
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
議
長
は
、
附
則
１
の
二
条
三
項
ａ
号
の
要
件
を
発
効
さ
せ
る
た
め
に
任
命
さ
れ
る
の
と
同
じ
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

こ
こ
で
の

｢

障
害
者｣

は
、
法
の
八
条
四
項
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)

二
三



障
害
小
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
な
い
し
五
年
で
あ
り
、
再
任
が
可
能
で
あ
る
が
、
小
委
員
会
が
附
則
１
の
五
七
条
な
い
し
六

二
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
さ
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
地
位
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る

(

五
一
条
ｃ
項)

。

障
害
小
委
員
会
に
委
任
さ
れ
る
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
任
務
は
、
法
八
条
の
下
の
任
務

(

平
等
と
多
様
性)

と
法
一
○
条
の
下
の
任
務

(

グ
ル
ー

プ)

が

｢

障
害
事
項｣

に
関
係
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
任
務
に
な
る

(

同
五
二
条)

。｢

障
害
事
項｣

は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
一
部
、
第
三
部
、
第

四
部
、
第
五
部
お
よ
び
第
五
Ｂ
部
、
障
害
に
関
係
す
る
限
り
の
法
八
条
と
一
○
条
、
法
一
四
条
三
項
と
四
項
、
二
七
条
二
項
と
三
項
、
二

九
条
二
項
と
三
項
の
下
で
規
定
さ
れ
る
事
項
と
定
義
さ
れ
る

(

同
五
二
条
三
項)

。
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
三
部
は
、
公
衆
に
対
し
て
物
資
、
便
宜
、

サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
施
設
を
提
供
す
る
者
、
職
務
を
行
使
す
る
公
的
機
関
、
構
成
員
資
格
の
申
請
者
、
構
成
員
、
関
係
者
お
よ
び
招
待
客
に

対
し
給
付
、
便
宜
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
団
体
に
対
す
る
任
務
を
定
め
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
四
部
は
、
教
育
に
関
す
る
任
務
を
定
め
る
。

Ｄ
Ｄ
Ａ
第
五
部
は
、
タ
ク
シ
ー
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
車
両
お
よ
び
鉄
道
車
両
に
関
し
て
国
務
大
臣
が
ア
ク
セ
ス
可
能
性
に
関
す
る
規
則
を
制

定
す
る
権
限
を
規
定
す
る
。
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
五
Ｂ
部
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
賃
貸
居
住
住
宅
に
対
す
る
改
良
の
同
意
に
関
す
る

手
続
お
よ
び
証
拠
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
。
法
一
四
条
三
項
と
四
項
、
二
七
条
二
項
と
三
項
、
二
九
条
二
項
と
三
項
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
に
お
け
る
障
害
に
関
係
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
調
整
サ
ー
ビ
ス
と
法
的
援
助
を
提
供
し
、
行
為
準
則
を
発
す

る
こ
と
を
規
定
す
る
。
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
差
別
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
扱
う
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
二
部
で
規
定
さ
れ
る
事
項
は
、
障
害
小
委
員
会

に
委
任
さ
れ
な
い

(

同
五
三
条
と
五
四
条)

。

障
害
に
関
係
す
る
、
ま
た
は
一
般
的
に
附
則
１
の
五
二
条
三
項
で
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
障
害
事
項
に
関
係
す
る
限
り
、
法
八
条
と
一
○

条
の
下
の
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
障
害
小
委
員
会
は
、
附
則
一
の
五
二
条
一
項
ａ
号
で
掲
げ
ら
れ
る
権
限
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
障
害
小
委
員
会
は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
三
部
と
、
附
則
１
の
五
二
条
三
項
の

｢

障
害
事
項｣

の
定
義
に
該

当
す
る
場
合
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
四
部
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
物
資
、
便
宜
、
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
施
設
ま
た
は
教
育
の
提
供
に
お
け
る
障
害
者
差
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別
を
扱
う
行
為
準
則
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

五
二
条
一
項
ａ
号�
に
よ
り
委
任
さ
れ
る)

。

附
則
一
の
五
二
条
二
項
の
下
で
、
障
害
小
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
任
務
が
一
部
障
害
事
項
に
そ
し
て
一
部
そ
の
他
の
事
項
に
関
係
す
る

場
合
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
法
三

三
条
で
掲
げ
ら
れ
る
平
等
制
定
法

(

１)

の
す
べ
て
に
つ
い
て
助
言
を
提
供
す
る
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
規
模
の
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
を
設
置
す
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
に
な
る

(

２)

。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
そ
う
す
る
前
に
小
委
員
会
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
五
三
条)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
障
害
者
に
影
響
す
る
事
項
に
関
し
て
行
動
を
と
る
前
に
、
と
く
に
そ
の
よ
う
な
行
動
が
Ｄ
Ｄ
Ａ
第
二
部
に
影
響
す
る
場

合
に
、
障
害
小
委
員
会
と
協
議
す
る
義
務
を
負
う

(

五
三
条)

。
こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
す
べ
て
の
平
等
の
系
統
に
わ
た
る
雇
用
に

お
け
る
差
別
に
関
す
る
行
為
準
則
を
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
準
備
す
る
場
合
に
、
職
場
に
お
け
る
障
害
者
の
た
め
の
合
理
的
調
整
の
よ
う
な
障
害
者

に
影
響
す
る
準
則
の
提
案
の
す
べ
て
の
分
野
に
関
す
る
助
言
と
経
験
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
障
害
小
委
員
会
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
Ｃ
Ｅ

Ｈ
Ｒ
は
要
求
さ
れ
る

(

３)

。
あ
る
い
は
、
た
と
え
ば
、
障
害
者
に
影
響
す
る
調
査
と
審
査
の
計
画
を
策
定
す
る
場
合
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
そ
う

す
る
こ
と
に
先
立
っ
て
障
害
小
委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
障
害
小
委
員
会
も
、
障
害
者
に
影
響
す
る
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
任
務

の
い
ず
れ
か
の
行
使
に
関
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
助
言
を
提
供
す
る
と
い
う
対
応
す
る
義
務
を
負
う

(

五
四
条)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
障
害
小
委
員
会
が
そ
れ
の
委
任
さ
れ
た
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
割
り

当
て
ら
れ
た
総
資
源

(

ス
タ
ッ
フ
と
資
金
供
与
を
含
む)

の
十
分
な
持
分
を
小
委
員
会
に
割
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
五
五
条)

。

障
害
小
委
員
会
は
、
設
置
か
ら
五
年
後
に
存
続
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
五
七
条)

。
こ
の
見
直
し
が
Ｃ

Ｅ
Ｈ
Ｒ
か
ら
独
立
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
現
在
ま
た
は
元
の
委
員
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
現
在
ま
た
は
元
の
ス

タ
ッ
フ
、
調
査
委
員
会
に
現
在
属
す
る
ま
た
は
か
つ
て
属
し
て
い
た
者
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
設
置
す
る
小
委
員
会
の
現
在
ま
た
は
元
の
委
員
は
、

見
直
し
に
参
加
す
る
こ
と
か
ら
排
除
さ
れ
る

(

同
五
八
条)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
こ
の
見
直
し
が
障
害
者
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
当
事
者
と
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の
協
議
を
含
む
こ
と
、
見
直
し
の
報
告
が
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
提
出
さ
れ
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
五
九
条)

。
こ

の
報
告
は
、
障
害
小
委
員
会
が
存
続
す
べ
き
で
あ
る
期
間
に
関
す
る
見
直
し
作
業
に
よ
る
勧
告
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ

は
、
こ
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
後
可
及
的
速
や
か
に
、
小
委
員
会
が
存
続
す
べ
き
で
あ
る
期
間
に
関
し
国
務
大
臣
に
勧
告
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(
同
六
○
条)

。
国
務
大
臣
は
、
存
続
期
間
の
後
に
障
害
小
委
員
会
の
解
散
が
発
効
す
る
日
を
特
定
す
る
命
令
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

(
同
六
一
条)

。
法
三
九
条
三
項
ｅ
号
に
従
っ
て
こ
の
命
令
は
、
国
会
の
否
決
決
議
手
続
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

命
令
は
さ
ら
に
、
解
散
に
先
立
つ
障
害
小
委
員
会
の
事
業
の
実
施
に
関
し
て
、
そ
し
て
同
小
委
員
会
の
解
散
の
前
に
同
小
委
員
会
に
従
前

委
任
さ
れ
た
任
務
を
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
ど
の
よ
う
に
遂
行
す
る
か
に
関
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
六
二
条)

。

障
害
小
委
員
会
が
解
散
し
た
後
で
も
、
法
の
附
則
１
の
一
二
条
な
い
し
一
五
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
障
害
問
題
に
責
任
を
負
う
後

継
の
小
委
員
会
を
創
設
す
る
、
ま
た
は
当
初
障
害
小
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
任
務
を
別
の
小
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
六

三
条)

。
法
の
附
則
１
の
一
四
条
ｃ
項
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
小
委
員
会
を
解
散
す
る
権
限
を
認
め
る
が
、
上
記
の
法
の
附
則
１
の
五
七
条
な

い
し
六
二
条
で
定
め
ら
れ
る
見
直
し
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
な
い
限
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
障
害
小
委
員
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(

同

六
四
条)

。

④
年
次
報
告
と
留
保
規
定

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
活
動
に
関
す
る
も
の
を
含
む
年
次
報
告
を
準
備
し
て
公
表
し
、
国
務
大
臣

に
そ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

同
三
二
条)

。
国
務
大
臣
は
、
国
会
に
そ
の
年
次
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｃ
Ｅ

Ｈ
Ｒ
は
さ
ら
に
、
年
次
報
告
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
民
議
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
委
員
ま
た
は
議
長
等
の
空
席
の
有
無
ま
た
は
委
員
会
も
し
く
は
小
委
員
会
の
任
命
に
関
す
る
不
規
則
の
有
無
と
無
関
係
に
、

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
そ
の
手
続
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

同
三
三
条
、
三
四
条)

。

島
大
法
学
第
五
○
巻
第
三
・
四
号

二
六



(
２)

既
存
の
平
等
委
員
会
の
権
限

①
一
般
的
任
務

既
存
の
平
等
委
員
会
の
一
般
的
任
務
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
五
三
条
、
Ｒ
Ｒ
Ａ
四
三
条
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
Ａ
二
条
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

・
差
別
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
に
向
け
て
作
業
す
る

・
障
害
者
、
一
般
的
に
男
女
の
間
、
一
般
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
間
に
お
い
て
機
会
均
等
を
促
進
す
る

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
転
換
を
受
け
よ
う
と
す
る
、
受
け
て
い
る
ま
た
は
受
け
た
人
々
の
た
め
に
雇
用
と
職
業
訓
練
の
分
野
で
の
機
会
均
等
を

促
進
す
る

・
Ｓ
Ｄ
Ａ
、
一
九
七
○
年
同
一
賃
金
法
、
Ｒ
Ｒ
Ａ
お
よ
び
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
機
能
を
監
視
す
る

・
障
害
者
の
待
遇
に
お
け
る
好
事
例
を
奨
励
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
。

Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
さ
ら
に
、
関
係
す
る
安
全
衛
生
規
定
が
男
女
が
別
々
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
限
り
そ
れ
ら
の
規
定
を
監
視
す
る
法
定

の
任
務
を
負
う

(

Ｓ
Ｄ
Ａ
五
五
条)

。

②
行
為
準
則

す
べ
て
三
つ
の
既
存
の
平
等
委
員
会
は
、
行
為
準
則
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る

(

Ｓ
Ｄ
Ａ
五
六
Ａ
条
、
Ｒ
Ｒ
Ａ
四
七
条
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
五

三
Ａ
条)

。
行
為
準
則
は
法
の
効
力
を
持
た
な
い
が
、
関
係
す
る
差
別
禁
止
法
の
問
題
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
審
判
所
に
よ
り
参
照
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
Ｏ
Ｃ
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
お
よ
び
Ｄ
Ｒ
Ｃ
は
、
す
べ
て
雇
用
に
お
け
る
差
別
に
関
す
る
行
為
準
則
を
制
定
し
た
。
さ
ら
に
、

Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
、
同
一
賃
金
に
関
す
る
行
為
準
則
も
制
定
し
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
、
人
種
平
等
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
公
的
機
関
の
た
め
の
行
為
準
則
を

制
定
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(
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③
公
式
調
査

既
存
の
平
等
委
員
会
は
、
そ
れ
の
任
務
の
遂
行
に
関
係
す
る
い
か
な
る
目
的
の
公
式
調
査
も
行
う
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
調
査

は
、
厳
密
な
法
定
の
権
限
内
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
政
策
ま
た
は
手
続
に
お
け
る
変
更
に
関
係
す
る
個
別
組
織
、
も
し
く
は

法
の
変
更
の
た
め
に
国
務
大
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
る
報
告
ま
た
は
勧
告
に
結
実
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
式
調
査
の
後
に
、
あ
る
者
に
、
た
と
え
ば
、
使
用
者
に
対
し
て
違
法
な
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
、
関
係
す
る
委
員
会
と
そ

の
他
の
関
係
者
に
差
別
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
手
続
の
変
更
を
伝
え
る
差
別
禁
止
の
通
知
を
平
等
委
員
会
は
発
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
差
別
禁
止
の
通
知
が
送
ら
れ
て
か
ら
、
ま
た
は
違
法
な
差
別
行
為
が
あ
っ
た
と
す
る
裁
判
所
の
認
定
か
ら
五
年
以
内
に
関
係

す
る
差
別
行
為
が
持
続
す
る
場
合
に
は
、
平
等
委
員
会
は
、
そ
の
違
法
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
に
差
止
命
令
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
権

限
を
有
す
る
。

既
存
の
平
等
委
員
会
の
な
か
で
は
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
み
が
、
違
法
行
為
に
関
す
る
強
制
執
行
に
代
え
て
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
者
と
そ
の
よ

う
な
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
合
意
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る

(

Ｄ
Ｒ
Ｃ
Ａ
五
条)

。

た
だ
し
、
特
定
の
者
を
指
名
し
て
行
わ
れ
る
特
定
の
事
件
の
公
式
調
査
は
、
そ
の
者
が
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
と
関
係
す
る
委
員
会
が

考
え
る
場
合
に
の
み
、
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
実
際
に
は
、
こ
れ
は
、
既
存
の
平
等
委
員
会
が
ほ
と
ん
ど
公
式
の
調
査
を
行
っ

て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

４)

。

④
人
種
平
等
義
務

二
○
○
○
年
人
種
関
係

(

改
正)

法

(R
ace
R
elations(A

m
endm

ent)A
ct
2000)

に
よ
り
、
二
○
○
二
年
五
月
以
降
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
、

公
的
機
関
に
課
せ
ら
れ
た

｢

人
種
平
等
義
務｣

に
関
す
る
執
行
権
限
を
有
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
、
そ
の
義
務
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
程
度

ま
た
は
方
法
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
Ｒ
Ｅ
が
評
価
を
行
い
、
公
的
機
関
が
そ
の
義
務
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
考
え
る
場
合
、
Ｃ
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Ｒ
Ｅ
は
そ
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
、
通
知
が
送
ら
れ
て
か
ら
二
八
日
以
内
に
そ
の
義
務
を
遵
守
す
る
た
め
に
講
じ

ら
れ
た
ま
た
は
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
情
報
を
Ｃ
Ｒ
Ｅ
に
与
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
通
知
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

公
的
機
関
が
そ
の
通
知
、
ま
た
は
そ
れ
に
お
け
る
要
求
を
遵
守
し
な
い
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
遵
守
を
要
求
す
る
裁
判
所
の
命
令
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
的
機
関
に
よ
る
人
種
平
等
義
務
の
履
行
状
況
は
芳
し
く
な
い
。
二
○
○
六
年
二
月
一
九
日
の
報
道
声
明
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
、
中

央
省
庁
は
人
種
問
題
に
つ
い
て
自
己
満
足
し
て
お
り
、
一
五
の
省
庁
が
そ
れ
の
業
務
遂
行
の
核
心
に
人
種
平
等
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
を

訴
え
た

(

５)

。

⑤
司
法
審
査

既
存
の
平
等
委
員
会
は
、
司
法
審
査
に
関
し
て
特
別
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い
が
、
既
存
の
立
法
に
対
抗
す
る
た
め
に
一
般
的
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
は
こ
の
権
利
を
行
使
し
て
、
た
と
え
ば
、R

v.Secretary
of
State

for

Em
ploym

ent
ex
parte

Equal
O
ppotunities

C
om
m
ission

and
another[1994]IR

LR
176

に
お
い
て
、
当
時
、
不
公
正
解
雇
を
申
し

立
て
る
、
ま
た
は
法
定
剰
員
整
理
手
当
を
請
求
す
る
権
利
に
は
請
求
者
が
二
年
間
で
週
一
六
時
間
以
上
労
働
す
る
条
件
が
付
け
ら
れ
た
こ

と
を
、
Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
、
大
多
数
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
構
成
す
る
女
性
に
対
す
る
間
接
差
別
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
が
Ｅ
Ｕ
法
に

違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
貴
族
院
は
、
こ
の
主
張
を
認
容
し
た
結
果
、
関
係
す
る
法
規
定
は
そ
の
後
改
正
さ
れ
た
。

⑥
差
止
命
令

Ｅ
Ｏ
Ｃ
と
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
、
雇
用
審
判
所
ま
た
は
県
裁
判
所

(

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
執
行
官
裁
判
所)

に
対
し
特
定
の
違
法
行
為
を
抑
止

す
る
た
め
の
差
止
命
令
を
申
し
立
て
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
差
別
的
広
告
の
公
表
、
差
別
す
る
こ
と
の
指
示
、
ま
た
は
便
益
の

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)
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提
供
ま
た
は
不
利
益
の
脅
し
に
よ
り
差
別
す
る
こ
と
に
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
。

⑦
助
言
と
援
助

す
べ
て
既
存
の
平
等
委
員
会
は
、
以
下
の
場
合
に
、
訴
訟
中
の
個
人
に
対
し
助
言
、
援
助
ま
た
は
法
的
代
表
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。

す
な
わ
ち
、
事
件
が
原
則
の
問
題
を
提
起
す
る
、
ま
た
は
事
件
の
複
雑
性
も
し
く
は
申
立
人
の
立
場
を
考
慮
す
る
と
、
申
立
人
が
援
助
な

し
に
そ
の
事
件
を
処
理
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
場
合
。

Ｅ
Ｏ
Ｃ
と
Ｃ
Ｒ
Ｅ
は
さ
ら
に
、
必
要
ま
た
は
高
価
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
調
査
ま
た
は
教
育
活
動
を
財
政
的
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
引

き
受
け
る
ま
た
は
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

３)

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
権
限

①
既
存
の
権
限
の
継
承

右
に
見
た
よ
う
に
、
既
存
の
平
等
委
員
会
の
権
限
は
、
違
法
な
行
為
が
行
わ
れ
た
と
委
員
会
が
考
え
る
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
、
公
式
の
調
査
の
開
始
に
限
定
さ
れ
る
。
委
員
会
は
さ
ら
に
、
個
人
の
主
張
が

｢

原
則
の
問
題｣

を
提
起
す
る
場
合
に
の
み
個
人

に
助
言
と
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
対
し
、
既
存
の
平
等
委
員
会
よ
り
も
広
範
な
権
限
を
与
え
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
既
存
の
委
員
会

に
付
与
さ
れ
る
権
限
と
任
務
に
加
え
て
、
宗
教
ま
た
は
信
条
、
性
的
傾
向
お
よ
び
年
齢
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
立
法
を
含
む
す

べ
て
の

｢

平
等
制
定
法｣

に
及
ぶ
同
様
な
権
限
と
任
務
を
有
す
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
さ
ら
に
、
よ
り
大
き
な
グ
ル
ー
プ
内
で
共
通
の
属
性
を

共
有
す
る
人
々
の
よ
り
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
階
層
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
権
限
を
有
す
る

(

法
一
○
条)

。
法
の
説
明
覚
書
は
、

こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
例
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
女
性
、
黒
人
ま
た
は
少
数
民
族
の
同
性
愛
者
、
ま
た
は
若
年
障
害
者
を
掲
げ
、
グ

ル
ー
プ
自
体
が

｢

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ｣

と
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
の
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
作
業
は
同
様
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る

(

６)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
従
前

｢

一
般
的
任
務｣

と
し
て
定
義
さ
れ
た
も
の
を
引
き
受
け
る
が
、｢

一
般
的
任
務｣

は
、
一
層
広
範
に
規
定
さ
れ

る

(

法
八
条)
。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
平
等
と
多
様
性
の
理
解
を
促
進
し
、
平
等
制
定
法
の
遵
守
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
に
か
か

わ
ら
ず
平
等
と
多
様
性
に
関
す
る
好
事
例
を
奨
励
し
、
機
会
均
等
を
促
進
し
、
平
等
制
定
法
の
下
の
権
利
に
つ
い
て
の
意
識
と
理
解
を
促

進
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
執
行
権
限
の
利
用
に
よ
る
こ
と
を
含
む
違
法
な
差
別
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
に
向
け
て
働
く
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。

加
え
て
、
公
式
調
査
の
範
囲
は
一
層
綿
密
に
定
義
さ
れ
る
。
法
二
○
条
の
下
で
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
人
が
以
下
の
こ
と
を
行
っ
た
か
ど
う
か

の
み
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
違
法
な
行
為
を
行
っ
た

・

｢

違
法
な
行
為
の
通
知｣

に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
要
件
を
遵
守
し
た

・
特
定
の
種
類
の
違
法
な
行
為
を
行
わ
な
い
、
ま
た
は
そ
の
他
の
特
定
の
行
為
を
行
う
も
し
く
は
行
う
こ
と
を
差
し
控
え
る
約
束
を
遵
守

し
た
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
関
係
者
が
そ
の
行
為
を
行
っ
た
と
疑
う
場
合
に
の
み
違
法
な
行
為
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

法
二
一
条
の
下
の｢

違
法
な
行
為
の
通
知｣

を
発
す
る
権
限
は
、
差
別
禁
止
の
通
知
を
発
す
る
既
存
の
委
員
会
の
権
限
と
同
じ
で
あ
る
。

違
法
な
行
為
の
通
知
は
調
査
の
対
象
で
あ
る
者
に
与
え
ら
れ
、
ま
た
は
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
そ
の
者
が
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
と
確
信
す
る
場
合
、

即
時
制
裁
と
し
て
課
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
違
法
な
行
為
の
通
知
が
送
ら
れ
る
者
に
関
す
る
そ
れ
の
要
件
は
、
後
述

の

｢

行
動
計
画｣

に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
差
別
禁
止
の
通
知
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
は
、
Ｒ
Ｒ
Ａ
の
下
で
公
的
機
関
に
既
に
課
せ
ら
れ
る
人
種
平
等
義
務
に
加
え
て
、
二
○
○
五
年
障
害
者
差
別
禁
止
法

(D
isability

D
iscrim

ination
A
ct
2005)

三
条
に
よ
り
、
二
○
○
六
年
一
二
月
か
ら
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
下
で
課
せ
ら
れ
て
い
る
障
害
平
等
義
務
、
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お
よ
び
法
八
四
条
に
よ
り
Ｓ
Ｄ
Ａ
の
下
で
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
義
務
に
関
す
る
執
行
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
司
法
審
査
か
そ
の
他
の
目
的
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
に
介
入
す
る
明
示
の
権
限
を
有
す
る

(

法
三
○
条)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ

Ｒ
は
さ
ら
に
、
違
法
な
広
告
ま
た
は
差
別
す
る
指
示
も
し
く
は
圧
力
を
抑
止
す
る
た
め
に
裁
判
所
に
差
止
命
令
を
申
し
立
て
る
権
限
を
有

す
る

(

法
二
五
条
と
二
六
条)

。

訴
訟
に
お
い
て
助
言
と
援
助
を
提
供
す
る
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
権
限
は
、
既
存
の
平
等
委
員
会
の
権
限
よ
り
も
広
範
で
あ
る

(

法
二
八
条)

。

た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
平
等
制
定
法
に
全
部
ま
た
は
部
分
的
に
関
係
す
る
訴
訟
中
の
個
人
を
援
助
し
、
裁
判
外
和
解
を
促
し
、
引
き

換
え
の
保
険
ま
た
は
補
償
契
約
を
締
結
す
る
必
要
な
し
に
妥
協
の
合
意
を
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
訴
訟
に
お
い
て
援
助

し
、
裁
判
所
命
令
か
和
解
合
意
に
よ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
費
用
を
支
払
わ
れ
た
個
人
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
支
出
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き

る

(

法
二
九
条)

。

②
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
付
与
さ
れ
る
新
し
い
権
限

(

ア)

新
し
い
戦
略
的
任
務

既
存
の
平
等
委
員
会
と
異
な
り
、
法
三
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
以
下
の
社
会
の
発
展
を
奨
励
し
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
そ
れ
の

権
限
を
行
使
す
る
広
範
な
一
般
的
任
務
を
負
う
。

・
人
々
の
潜
在
能
力
を
達
成
す
る
能
力
が
偏
見
ま
た
は
差
別
に
よ
り
制
限
さ
れ
な
い

・
各
個
人
の
人
権
の
尊
重
と
保
護
が
存
在
す
る

・
各
個
人
の
尊
厳
と
価
値
に
つ
い
て
の
尊
重
が
存
在
す
る

・
各
個
人
が
社
会
に
参
加
す
る
均
等
な
機
会
を
有
す
る

・
多
様
性
を
理
解
し
価
値
を
認
め
る
こ
と
と
平
等
と
人
権
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
る
尊
重
に
基
づ
い
た
グ
ル
ー
プ
間
の
相
互
尊
重
が
存
在
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す
る
。

(
イ)
平
等
の
健
全
さ
の
チ
ェ
ッ
ク

法
四
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
そ
れ
が
そ
の
一
般
的
任
務
の
追
求
に
従
事
し
て
い
る
活
動
を
示
す
戦
略
的
計
画
を
準
備
す
る
法
定
の

義
務
を
負
う
。
戦
略
的
計
画
は
、
三
年
毎
に
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
一
一
条
と
一
二
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
さ
ら
に
、
平
等
お
よ
び
人
権
制
定
法
の
有
効
性
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
政
府
に
対

し
改
正
ま
た
は
廃
止
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
並
び
に
そ
れ
の
法
定
の
目
標
に
向
け
て
の
前
進
を
監
視
し
三
年
毎
に

｢

国
の
状
態｣

の
進
捗
報
告
を
政
府
に
対
し
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

ウ)

行
動
計
画

法
二
二
条
の
下
で
、
二
一
条
に
基
づ
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
か
ら
違
法
な
行
為
の
通
知
が
送
ら
れ
た
者
は
、
問
題
の
違
法
な
行
為
の
繰
り
返
し

ま
た
は
継
続
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
動
計
画
を
準
備
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
問
題
の
個
人
が
違
法
な
行

為
を
止
め
る
こ
と
の
み
を
要
求
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
よ
り
多
く
の
抵
抗
が
現
れ
る
と
懸
念
さ
れ
る

(

７)

。

違
法
な
行
為
の
通
知
を
与
え
ら
れ
る
者
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
の
一
つ
に
基
づ
い
て
適
切
な
裁
判
所
ま
た
は
審
判
所
に
六
週
間
以
内
に

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
が
通
知
に
特
定
さ
れ
る
違
法
な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
、
ま
た
は
、
行
動
計
画
を
準

備
す
る
要
求
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
申
立
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
要
求
を
確
認
す
る
、
無
効
と
す
る
、
ま
た
は
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

通
知
は
、
そ
の
者
が
最
初
の
計
画
案
を
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
を
特
定
す
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
計
画
案
が
改
訂
さ

れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
で
は
行
動
計
画
は
、
草
案
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
六
週
間
後
に
発
効
す
る
。
最
初
の
案

ま
た
は
改
訂
さ
れ
た
計
画
案
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
も
し
く
は
計
画
が
発
効
し
た
場
合
、
そ
れ
か
ら
の
五
年
間
の
い
か
な
る
と
き
で
も
、
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関
係
者
に
そ
の
計
画
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
権
限
を
有
す
る
。

(
エ)
合
意

法
二
三
条
の
下
で
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
以
下
の
合
意
を
あ
る
者
と
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
が
特
定
の
種
類
の
違
法

な
行
為
を
行
わ
な
い
、
そ
し
て
そ
の
他
の
特
定
の
行
為
を
行
う
、
ま
た
は
行
う
こ
と
を
差
し
控
え
る
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
。
ま
た
は
、

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
公
式
調
査
ま
た
は
違
法
な
行
為
の
通
知
を
発
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し
て
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
を
し
な
い
こ
と
を

約
束
す
る
こ
と
。

こ
の
合
意
で
与
え
ら
れ
た
約
束
を
他
方
当
事
者
が
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
ま
た
は
他
方
当
事
者
が
遵
守
し
そ
う
に
な
い
と
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が

考
え
る
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
他
方
当
事
者
に
対
し
約
束
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
命
令
を
関
係
す
る
裁
判
所
に
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
る

(

同
二
四
条
三
項)

。

(

オ)

審
査

法
一
六
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
は
、
そ
れ
の
任
務
の
い
ず
れ
か
に
関
す
る
事
項
に
対
す
る
審
査
を
行
い
そ
れ
の
認
定
の
報
告
を
行
う

新
し
い
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
報
告
は
、
特
定
の
ま
た
は
同
一
視
で
き
る
者
が
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
こ

と
を
記
載
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
が
そ
の
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
い
と
、
ま
た
は
報
告
が
審
査
の
結
果
を
適
切
に
反
映
す

る
た
め
に
そ
の
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
考
え
な
い
限
り
、
そ
の
者
の
活
動
に
言
及
す
る
こ
と
さ
え
し
な
い
。

審
査
の
過
程
で
あ
る
者
が
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
疑
い
始
め
る
場
合
に
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
そ
の
問
題
の
追
加
の
検
討

を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
式
調
査
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
こ
の
調
査
に
お
い
て
審
査
の
過
程
で
取
得
さ
れ

た
情
報
ま
た
は
証
拠
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

説
明
覚
書
に
よ
る
と
、
審
査
は
、
あ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
も
の

(

た
と
え
ば
、
不
平
等
な
結
果
の
因
果
関
係)

、
部
門
に
関
す
る
も
の
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(
た
と
え
ば
、
健
康
診
断
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
お
け
る
不
平
等
ま
た
は
、
特
定
の
部
門
、
た
と
え
ば
、
小
売
部
門
に
お
け
る
障
害
者
の

雇
用)
ま
た
は
一
つ
ま
た
は
複
数
の
指
名
さ
れ
た
当
事
者
に
関
す
る
こ
と
に
な
る

(

８)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
審
査
の
目
的
の
た
め
に
、
並
び
に
調
査
ま
た
は
違
法
な
行
為
の
通
知
の
目
的
の
た
め
に
情
報
を
提
供
し
、
文
書
を
作
成

す
る
ま
た
は
口
頭
の
証
拠
を
与
え
る
こ
と
を
人
に
要
求
す
る
権
限
を
有
す
る

(

附
則
２
の
九
条
、
一
○
条)

。
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
取
得
さ
れ

た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
あ
る
者
に
要
求
す
る
命
令
を
県
裁
判
所

(

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
執
行
官
裁
判
所)

に
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
る

(

同
一
二
条)
。
附
則
２
の
九
条
の
下
で
要
求
さ
れ
る
ま
た
は
同
一
二
条
の
下
で
裁
判
所
に
よ
り
命
令
さ
れ
る
情
報
を
提
供
す
る

こ
と
を
し
な
い
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
偽
造
す
る
こ
と
、
同
九
条
の
下
で
口
頭
の
証
拠
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
続
い

て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
対
す
る
口
頭
の
証
拠
に
お
い
て
偽
の
発
言
を
行
う
こ
と
は
、
略
式
刑
事
犯
罪
と
な
る

(

同
一
三
条)

。
附
則
２
の
一
三

条
の
下
で
有
罪
で
あ
る
者
は
、
略
式
有
罪
宣
告
に
お
い
て
標
準
段
階
の
五
段
階
以
下
の
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

カ)

そ
の
他
の
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
新
し
い
権
限

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
平
等
制
定
法
の
い
ず
れ
か
の
下
で
、
ま
た
は
そ
れ
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
ま
た
は
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
訴
訟
に
関

し
て
紛
争
の
た
め
の
調
停
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
手
配
す
る
権
限
を
有
す
る

(

法
二
七
条)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
さ
ら
に
、
情
報
を
公
表
し
、
調
査
を
行
い
、
教
育
ま
た
は
訓
練
を
提
供
し
、
助
言
ま
た
は
指
針
を
与
え
る

(

法
一
三
条)

、

そ
し
て
そ
の
他
の
者
に
補
助
金
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る

(
同
一
七
条)

。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
支
援
す
る
任
務
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
、
法
一
九
条
の
下
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
以
下
を
目
的
と
す
る
仕
組
み
と
協

力
し
ま
た
は
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
影
響
す
る
犯
罪
の
種
類
の
監
視

・
特
定
の
グ
ル
ー
プ
内
部
の
ま
た
は
そ
れ
に
影
響
す
る
犯
罪
の
防
止
ま
た
は
減
少

イ
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・
グ
ル
ー
プ
の
一
員
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
社
交
的
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
活
動
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
さ
ら
に
、
あ
る
者
が
違
法
な
行
為
を
行
う
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
そ
の
者
が
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
抑
止
す

る
た
め
に
差
止
命
令
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

(

法
二
四
条
一
項)

。

③
人
権
の
任
務

平
等
制
定
法
に
関
す
る
権
限
と
任
務
に
加
え
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
人
権
の
任
務
を
有
す
る
。
欧
州
人
権
条
約

(C
onvention

for
the

Protection
of
H
um
an
R
ights

and
Fundam

ental
Freedom

s)

が
保
障
す
る
権
利
を
具
体
化
す
る
Ｈ
Ｒ
Ａ
は
、
二
○
○
○
年
一
○
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
の
実
効
性
は
芳
し
く
な
い
。
二
○
○
五
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
設
置
に
関
す
る
規
制
的
影
響

評
価
に
お
い
て
、
貿
易
・
産
業
省
は
、
Ｈ
Ｒ
Ａ
が
二
○
○
二
年
の
三
か
月
間
で
す
べ
て
の
民
事
事
件
の
四
九
％
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
統
計
を
引
用
し
た
が
、
公
的
機
関
の
政
策
策
定
者
は
、
同
法
に
内
在
す
る
価
値
を

｢

彼
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
吸
収
す
る
ま
た
は
編

入
す
る
こ
と
を｣

し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た

(

９)

。
ま
た
、
最
近
の
一
部
の
事
件
に
お
い
て
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
同
法
の
影
響
は
限

ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、H

eath
v.C
om
m
issioner

of
Police

for
the
M
etropolis[2004]EW

C
A
C
iv493

に
お
い

て
は
、
公
正
な
審
理
を
受
け
る
権
利
は
、
警
察
の
懲
戒
委
員
会
の
審
査
で
行
わ
れ
た
発
言
が
Ｓ
Ｄ
Ａ
訴
訟
の
根
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
事
実
に
よ
り
侵
害
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。B

angs
v.C
onnex

South
Eastern

Ltd[2005]EW
C
A
C
iv14

に
お
い

て
は
、
審
判
所
が
審
査
後
一
年
間
そ
れ
の
裁
決
を
公
表
す
る
こ
と
が
遅
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
も
公
正
な
審
理
を
受
け
る
権
利
は
侵
害
さ
れ

な
い
と
判
断
さ
れ
た
。M

cG
ow
an
v.Scottish

W
ater[2004]U

K
A
T/0007/04/2309

に
お
い
て
は
、
作
業
時
間
記
録
表
の
偽
造
の
疑
い
の

あ
る
被
用
者
を
検
査
す
る
た
め
の
使
用
者
に
よ
る
内
密
の
監
督
の
利
用
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
と
判
断
さ
れ

た
。Ｃ

Ｅ
Ｈ
Ｒ
は
、
Ｈ
Ｒ
Ａ
一
条
で
定
め
ら
れ
る
条
約
の
権
利

(�)
の
侵
害
に
関
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
た
は
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
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る
(

法
三
○
条
三
項)

。
問
題
の
違
法
行
為
の
少
な
く
と
も
一
人
の
被
害
者
が
い
る
ま
た
は
い
る
で
あ
ろ
う
限
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
自
体
が
被

害
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
た
め
に
損
害
賠
償
の
裁
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

法
九
条
は
、｢

人
権｣

を
、
条
約
の
権
利

｢

と
そ
の
他
の
人
権｣

と
定
義
す
る
の
で
、
人
権
に
関
し
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
対
象
範
囲
は
、

条
約
の
権
利
よ
り
も
広
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
掲
げ
ら
れ
た
任
務
は
、
Ｈ
Ｒ
Ａ
六
条
が
定
め
る
単
に
公
的
機
関
に
同
法
を
遵
守

す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
を
超
え
る
も
の
と
な
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
は
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
海
外
の
そ
の
他
の
人
権
グ
ル
ー
プ
と
協
力
す
る
明
示
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る(

法
一
八
条)

。

３

性
的
傾
向
と
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差
別

雇
用
ま
た
は
職
業
訓
練
の
分
野
に
お
け
る
性
的
傾
向
並
び
に
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差
別
は
、
既
に
二
○
○
三
年
一
二
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
二
○
○
三
年
雇
用
平
等

(

宗
教
ま
た
は
信
条)

規
則

(SI
2003/160)

と
二
○
○
三
年
雇
用
平
等

(

性
的
傾
向)

規
則

(SI
2003/1661)

に
よ
り
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
法
の
第
二
部
と
第
三
部
は
、
物
資
、
便
宜
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
、

教
育
、
施
設
の
利
用
と
処
分
、
公
務
の
行
使
の
個
人
に
対
す
る
提
供
に
お
い
て
、
性
的
傾
向
と
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
し
て
差
別
す

る
こ
と
が
違
法
に
な
る
法
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
。

法
の
第
二
部
は
、
右
の
分
野
に
お
け
る
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差
別
を
違
法
で
あ
る
と
規
定
す
る(

四
六
条
な
い
し
五
二
条)

。

他
方
、
性
的
傾
向
差
別
に
関
し
て
、
法
の
第
三
部
は
、
国
務
大
臣
が
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
を
認
め
る

(

八
一
条)

。

法
は
さ
ら
に
、
二
○
○
三
年
雇
用
平
等

(

宗
教
ま
た
は
信
条)

規
則
に
重
要
な
改
正
を
行
っ
た
。
法
七
七
条
は
、
同
規
則
二
条
一
項
を

改
正
し
、
宗
教
ま
た
は
信
条
の
定
義
を
拡
大
し

｢

宗
教
の
欠
如｣

と

｢

信
条
の
欠
如｣
を
含
め
た
。
さ
ら
に
、
哲
学
的
信
条
は
宗
教
的
信

イ
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条
に

｢

類
似
す
る｣

と
い
う
要
件
も
削
除
さ
れ
た
。
従
来
、
同
規
則
三
条
一
項
は
、
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
に
Ａ
が
そ
の
他
の
者
を
取

り
扱
う
ま
た
は
取
り
扱
う
で
あ
ろ
う
よ
り
も
Ｂ
を
不
利
益
に
取
り
扱
う
場
合
に
、
Ａ
は
Ｂ
を
差
別
す
る
と
定
め
た
。
こ
れ
は
、
法
七
七
条

に
よ
り
改
正
さ
れ
、｢

Ｂ
ま
た
は
Ａ
を
除
く
そ
の
他
の
者
の
宗
教
ま
た
は
信
条

(

そ
れ
が
Ａ
の
宗
教
ま
た
は
信
条
で
も
あ
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず)
を
理
由
に
Ａ
が
そ
の
他
の
者
を
取
り
扱
う
ま
た
は
取
り
扱
う
で
あ
ろ
う
よ
り
も
Ｂ
を
不
利
益
に
取
り
扱
う
場
合
に｣

、
差
別

は
起
き
る
と
規
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
差
別
の
理
由
を
構
成
す
る
の
が
Ｂ
よ
り
も
む
し
ろ
別
の
者
の
宗
教
ま
た
は
信
条
で
あ
る
場
合
で
さ
え
、
直
接
差
別
は
起

こ
り
得
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
同
じ
宗
教
ま
た
は
信
条
の
被
用
者
が
別
の
宗
教
の
被
用
者
と
結
び
付
く
こ
と
を
理
由
に

管
理
者
が
そ
の
被
用
者
を
差
別
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
差
別
の
被
害
者
が
差
別
の
実
行
者
と
同
じ
宗
教
ま
た
は
信
条
で
あ
る
か
否
か
は
、

差
別
の
発
生
と
無
関
係
で
あ
る
。

４

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
義
務

法
の
第
四
部
は
、
性
差
別
の
分
野
に
お
い
て
公
的
機
関
に
新
し
い
法
的
義
務
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
に
新
し
い
二
一
Ａ
条
を

挿
入
し
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
の
下
で
任
務
を
行
う
公
的
機
関
が
差
別
ま
た
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
違
法
に
す
る
。
そ
れ

は
さ
ら
に
、
既
に
公
的
機
関
が
人
種
平
等
義
務
を
負
い
、
二
○
○
六
年
一
二
月
か
ら
障
害
者
平
等
義
務
を
負
う
の
と
同
様
に
、
公
的
機
関

が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
義
務
を
負
う
こ
と
を
規
定
す
る
。
Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
、
こ
れ
を

｢

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
立
法
に
お
け
る
三
○
年
間
で
最
も
有
意

義
な
変
更｣

と
呼
ん
で
行
為
準
則
案

(The
new

gender
equality

duty
:
a
public

consultation
on
the
draft

code
of
practice)

に
関
す
る
協
議
を
開
始
し
た

(�)

。
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法
八
四
条
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
に
新
し
い
七
六
Ａ
条
を
挿
入
し
、
公
的
機
関
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
違
法
な
差
別
と
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
撤
廃
す
る
こ
と
並
び
に
男
女
間
の
機
会
の
均
等
を
促
進
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
適
正
に
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
す
る

｢

一

般
的
任
務｣
を
規
定
す
る
。

他
方
、
法
八
五
条
は
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
に
新
し
い
七
六
Ｂ
条
、
七
六
Ｃ
条
お
よ
び
七
六
Ｄ
条
を
挿
入
し
、
国
務
大
臣
、
ま
た
は
、
適
宜
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
大
臣
は
、
命
令
に
よ
り
、
一
般
的
任
務
が
適
用
さ
れ
る
者
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
任
務
の
よ
り
良
い
遂
行
を
保
障
す
る
と
大

臣
が
考
え
る
任
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
任
務
は
、｢

特
定
の
任
務｣

と
し
て
言
及
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
今
後
制
定
さ

れ
る
規
則
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
義
務
は
、
二
○
○
七
年
四
月
七
日
か
ら
公
的
機
関
に
課
せ
ら
れ
る

予
定
で
あ
る

(�)
。

む
す
び

二
○
○
六
年
平
等
法
と
そ
れ
に
よ
る
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
創
設
、
同
法
に
先
行
す
る
Ｅ
Ｕ
雇
用
指
令
の
国
内
実
施
措
置
の
制
定
・
施
行
に
よ
り
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
雇
用
平
等
保
護
法
制
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
平
等
制
定
法
を
監
視
す
る
機
関

が
一
つ
の
機
関
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
平
等
制
定
法
の
現
行
の
解
釈
と
将
来
の
発
展
に
お
い
て
首
尾
一
貫
性
を
確
保

す
る
展
望
を
開
く
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
が
既
存
の
平
等
委
員
会
よ
り
も
強
力
な
権
限
を
持
ち
、

行
動
計
画
を
準
備
し
、
約
束
を
結
び
ま
た
は
審
査
行
為
を
援
助
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
対
し
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
使
用
者
の
協
力
が

積
極
的
に
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
使
用
者
に
対
す
る
強
力
な
武
器

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ギ
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し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
よ
る
活
動
が
差
別
の
結
果
と
し
て
個
人
が
被
っ
た
損
害
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
被
害
者
が
当
然
に
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
害
者
は
、
依
然
と
し
て
平
等
制
定
法
の
そ
の
他
の
規
定

に
基
づ
い
て
自
ら
補
償
を
請
求
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

平
等
・
差
別
禁
止
法
制
を
整
備
す
る
取
組
み
は
、
今
後
と
も
継
続
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
の
取
組
み
の
一
環
と
し
て
、
政
府
は
、
二
○
○
五
年
二
月
か
ら
、
不
平
等
の
根
本
原
因
と
現
行
の
差
別
禁
止
立
法
の
有
効
性

に
対
す
る
二
つ
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
平
等
の
見
直
し

(The
Equalities

R
eview

)

は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
持
続
す
る
差
別

と
不
平
等
の
原
因
を
調
査
す
る

｢

徹
底
的
な
見
直
し｣

で
あ
る
。
平
等
の
見
直
し
の
中
間
報
告
は
、
二
○
○
六
年
三
月
二
○
日
に
公
表
さ

れ
、
最
終
報
告

(Fairness
and
Freedom

:
The

Final
R
eport

of
the
Equalities

R
eview

)

は
、
二
○
○
七
年
二
月
二
八
日
に
公
表

さ
れ
た

(�)
。

差
別
禁
止
法
の
見
直
し

(D
iscrim

ination
Law

R
eview

)

は
、
現
行
の
差
別
禁
止
立
法
の
枠
組
み
に
お
け
る
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
に

対
す
る
長
年
に
わ
た
る
懸
念
を
払
拭
す
る
た
め
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
差
別
禁
止
法
の
見
直
し
は
、
差
別
禁
止
法
の
基

本
原
則
と
そ
れ
の
基
礎
的
概
念
を
検
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
見
直
し
は
、
不
利
益
を
経
験
し
て
い
る
人
々
に
よ
り
良
い
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
一
層
明
確
か
つ
単
純
化
さ
れ
た
平
等
立
法
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
、
単
一
の
平
等
法
を
生
み
出
す
機
会
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
に
な
る

(�)
。
こ
れ
ら
の
平
等
の
見
直
し
に
基
づ
く
提
案
と
差
別
禁
止
法
の
見
直
し
の
作
業
が
順
調
に
進
む
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
二

○
○
七
年
後
半
な
い
し
は
二
○
○
八
年
前
半
に
は
、
す
べ
て
の
平
等
制
定
法
を
一
本
化
し
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
に
統
括
さ
れ
た
単
一
か
つ
首
尾

一
貫
し
た
差
別
禁
止
法
制
が
出
現
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
雇
用
差
別
禁
止
法
は
、
新
た
な
発
展
段

階
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
本
稿
で
検
討
し
た
再
編
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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注
(

１)

法
三
三
条
一
項
は
、
八
条
一
項
ｄ
号
と
ｅ
号
、
二
一
条
二
項
、
二
八
条
お
よ
び
三
四
条
で
言
及
さ
れ
る

｢

平
等
制
定
法｣

を
平
等
を
促
進

す
る
こ
と
と
性

(

雇
用
の
分
野
で
の
婚
姻
の
地
位
と
性
転
換
を
含
む)

、
人
種
、
障
害
、
性
的
傾
向
、
宗
教
ま
た
は
信
条
を
理
由
と
す
る
差

別
と
の
闘
い
を
扱
う
既
存
の
法
律
と
法
の
第
二
部
お
よ
び
第
三
部
の
下
で
制
定
さ
れ
る
規
則
と
定
義
す
る
。
国
務
大
臣
は
、
三
三
条
三
項
に

よ
り
、
平
等
制
定
法
の
リ
ス
ト
に
法
律
等
を
付
加
し
、
削
除
し
ま
た
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
三
条
二
項
は
、
一
一
条
一
項
、
一
一

条
二
項
ａ
号
と
ｂ
号
で
言
及
さ
れ
る

｢

平
等
お
よ
び
人
権
制
定
法｣

を
一
項
で
定
義
さ
れ
る
平
等
制
定
法
に
Ｈ
Ｒ
Ａ
を
加
え
た
も
の
と
定
義

す
る
。

(

２)
Explanatory

N
otes

to
Equality

A
ct
2006,

para.335.
(

３)
Ibid.,

para.336.
(

４)
The

Equality
A
ct
2006�its

m
easures

in
detail,

IR
S
EM
PLO
Y
M
EN
T
R
EV
IEW

845,
21
A
PR
IL
2006,

p.53.
(

５)
w
w
w
.cre.gov.uk/D

efault.aspx.LocID
-0hgnew

0b2.R
efLocID

-0hg00900c008.Lang-EN
.htm
.

(

６)
Explanatory

N
otes

to
Equality

A
ct
2006,

para.34.
(

７)
The

Equality
A
ct
2006�its

m
easures

in
detail,

supra.
p.55.

(

８)
Explanatory

N
otes

to
Equality

A
ct
2006,

para.56.
(

９)
w
w
w
.dti.gov.uk/files/file23096.pdf.

(

10)

Ｈ
Ｒ
Ａ
は
、
具
体
的
権
利
規
定
を
列
挙
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
条
約
の
権
利
と
し
て
、
欧
州
人
権
条
約
二
条
な
い
し
一
二
条
、
お
よ
び

一
四
条
、
同
第
一
議
定
書
一
条
な
い
し
三
条
、
並
び
に
同
第
六
議
定
書
一
条
お
よ
び
二
条
に
規
定
さ
れ
る
権
利
お
よ
び
基
本
的
自
由
を
規
定

す
る
。
Ｈ
Ｒ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
倉
持
孝
司

｢

１
９
９
８
年
人
権
法｣

戒
能
通
厚
編
・
イ
ギ
リ
ス
法
事
典

(

二
○
○
三
年
、
新
世
社)

一
四
二

�
一
四
五
頁
、
江
島
晶
子

｢

イ
ギ
リ
ス

『

憲
法
改
革』

に
お
け
る
１
９
９
８
年
人
権
法｣

松
井
幸
夫
編
・
変
化
す
る
イ
ギ
リ
ス
憲
法

(

二
○

○
五
年
、
敬
文
堂)

一
六
三�
一
八
八
頁
ほ
か
参
照
。

(

11)
w
w
w
.dti.gov.uk/files/file27078.pdf.

(

12)
Equality

A
ct
2006(C

om
m
encem

ent
N
o.1)O

rder(SI
2006/1082).

(

13)
w
w
w
.theequalitiesreview

.org.uk/upload/assets/w
w
w
.theequalitiesreview

.org.uk/equality_review
.pdf.

イ
ギ
リ
ス
雇
用
差
別
禁
止
法
の
再
編

(

六
・
完)

(

鈴
木)
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14)

w
w
w
.w
om
enandequalityunit.gov.uk/dlr/index.htm
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